
— 　 —4

税金の種類　市町村税税金の種類　市町村税

市 町 村 民 税

固 定 資 産 税

特別土地保有税

市町村たばこ税

鉱 産 税

事 業 所 税

都 市 計 画 税

国民健康保険税

入 湯 税

普 通 税

個人の市町村民税

法人の市町村民税

間 接 税

直 接 税

間 接 税

水 利 地 益 税 共同施設税 宅地開発税目 的 税

土地・家屋や事業に使う機械などの償却
資産にかかります。

一定規模以上の土地の所有や取得にかか
ります。（平成15年度以降は課税停止。）

採掘した鉱物の価格に応じて、鉱業者に
かかります。

その市町村のたばこ小売業者にたばこを
売り渡した者にかかります。

指定都市などにある一定規模以上の事務
所・事業所にかかります。

都市計画区域内にある土地・家屋にかか
ります。

国民健康保険の被保険者がいる世帯の世
帯主にかかります。

温泉に入浴した人にかかります。

市町村に事務所・事業所などがある法人
にかかります。

市町村に住所がある個人にかかります。

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、
二輪の小型自動車の所有者にかかります。

軽 自 動 車 税

直 接 税


